
バ
イ
オ
燃
料
と
ガ
ソ
リ
ン・軽
油
を
自
動
車
用
に
混
合
す
る
方
へ

〜
改
正
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
御
案
内
〜

経済産業部

平
成
21
年
2
月
25
日
か
ら
、
バ
イ
オ
燃
料
と
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
を
混
合
し
て
自
動
車
燃
料
と
し
て
販
売
・
消
費
す
る
方
に
、
事
業
者
登
録
と
品
質
確
認
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

仕事の

窓 4
Point

⒈
安
心・安
全
な
バ
イ
オ
混
合
燃
料
の

確
保・普
及
に
向
け
、法
律
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
！

（
改
正
の
背
景
）

○
我
が
国
は
、
バ
イ
オ
燃
料
導
入
を

促
進
し
て
い
ま
す
。

・
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画　

2
0
1
0
年
に
原
油
換
算
50
万

K
L
の
バ
イ
オ
燃
料
導
入

・
地
産
地
消
の
様
々
な
取
り
組
み　

エ
タ
ノ
ー
ル
・
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ

ス
テ
ル
混
合

○
一
方
で
、
濃
度
管
理
や
撹
拌
が
不

適
切
な
バ
イ
オ
混
合
燃
料
に
よ

り
、
自
動
車
に
不
具
合
が
生
じ
て

い
ま
す
。

※
バ
イ
オ
燃
料
と
は
、
植
物
性
の
原
料

に
由
来
す
る
燃
料
の
こ
と
で
、
バ
イ

オ
エ
タ
ノ
ー
ル
、
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ

ル
燃
料
等
が
あ
り
ま
す
。

（
改
正
の
内
容
）

○
平
成
21
年
2
月
25
日
よ
り
、
改
正

品
確
法
が
施
行
さ
れ
、
ガ
ソ
リ

ン
・
軽
油
に
バ
イ
オ
燃
料
を
混
合

す
る
事
業
者
に
、
事
業
者
登
録
と

品
質
確
認
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま

す
。

○
法
律
改
正
に
よ
っ
て
、
適
正
な
品

質
の
バ
イ
オ
混
合
燃
料
が
確
保
さ

れ
、
消
費
者
が
安
心
し
て
安
全
に

購
入
・
使
用
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
円
滑
な
バ
イ
オ
混
合
燃
料
の

導
入
促
進
に
つ
な
が
り
ま
す
。

⒉
次
に
該
当
す
る
方
は
、新
た
に
品

確
法
の
義
務
が
か
か
り
ま
す
。

を
自
動
車
用
燃
料
に
混
合
す
る
方

（
以
下「
特
定
加
工
業
者
」と
呼
び
ま

す
。）

※
「
特
定
加
工
業
者
」
と
は
、
法
人
・

個
人
に
か
か
わ
ら
ず
、
反
復
継
続
し

て
混
合
を
行
う
方
で
す
。

※
E
T
B
E
と
は
、エ
チ
ル・タ
ー
シ
ャ
リ・

ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
の
略
で
、バ
イ
オ
エ
タ

ノ
ー
ル
と
石
油
系
ガ
ス
の
イ
ソ
ブ
デ
ン

を
合
成
し
た
も
の
で
す
。

※
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
と
は
、廃
食
用

油
、パ
ー
ム
油
等
の
植
物
性
油
に
化
学

処
理（
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
化
）を
施
し
、軽

油
に
近
い
物
性
に
変
換
し
た
も
の（
バ

イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
）で
す
。

エ
タ
ノ
ー
ル
又
は

E
T
B
E

ガ
ソ
リ
ン

と

脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル

軽　

油

と

揮発油等の品質の
確保等に関する法
律（品確法）改正

高濃度アルコール含有ガソリン（規格不
適合品）による火災事故

脂肪酸メチルエステル混合軽油（規格不
適合品）による固まり

※不適切な混合燃料による
　不具合の事例
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⒊
平
成
21
年
２
月
25
日
か
ら
、特
定

加
工
業
者
に
以
下
の
事
項
が
義
務

づ
け
ら
れ
ま
す
。

①
事
業
者
登
録
の
義
務

・
特
定
加
工
業
者
は
、
事
業
開
始
前

に
、
事
業
者
登
録
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

・
登
録
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
混

合
を
行
い
う
る
設
備
を
有
し
て
い

る
こ
と
、
過
去
の
違
反
歴
の
有
無

等
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

・
登
録
は
、
平
成
20
年
11
月
25
日
か

ら
、
混
合
す
る
場
所
を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局
（
沖
縄
に
お
い
て
は

沖
縄
総
合
事
務
局
）
で
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

②
品
質
確
認
の
義
務

・
特
定
加
工
業
者
は
、
バ
イ
オ
混
合

燃
料
を
自
動
車
用
燃
料
と
し
て
販

売
又
は
自
ら
消
費
す
る
と
き
に
、

そ
の
品
質
が
品
確
法
に
規
定
す
る

ガ
ソ
リ
ン
又
は
軽
油
の
強
制
規
格

泫
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
事
業

者
自
ら
又
は
分
析
機
関
に
委
託
し

て
確
認
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
ま
す
。

泫
①
バ
イ
オ
混
合
燃
料
を
自
ら
消
費
す
る

場
合
も
、
不
適
切
な
燃
料
の
使
用
に

よ
る
自
動
車
の
不
具
合
に
よ
り
他
者

を
傷
つ
け
た
り
、
大
気
汚
染
を
引
き

起
こ
し
た
り
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
品
質
確
認
が
義
務
づ
け
ら

れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

②
品
確
法
の
強
制
規
格
で
は
、
バ
イ
オ

燃
料
の
混
合
上
限
を
定
め
て
い
ま
す

の
で
、
遵
守
く
だ
さ
い
。

エ
タ
ノ
ー
ル
↓
３
体
積
％
以
下

（
い
わ
ゆ
る
「
E
3
」
）

E
T
B
E
↓
約
８
・
３
質
量
％
以
下

脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
↓
５
質

量
％
以
下
（
い
わ
ゆ
る
「
B
5
」
）

⒋
ご
注
意

○
登
録・品
質
確
認
の
義
務
違
反
は
、

罰
則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

登
録
義
務
の
違
反
：
1
年
以
下
の

懲
役
又
は
1
0
0
万
円
以
下
の
罰
金

　

品
質
確
認
義
務
の
違
反
：
6
ヶ
月

以
下
の
懲
役
又
は
5
0
万
円
以
下

の
罰
金

○
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
と
軽
油
と

混
合
せ
ず
に
使
用
す
る
場
合
の
安

全
性
、排
ガ
ス
性
状
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
、不
具
合
事
例
も
見
ら
れ

ま
す
。そ
の
た
め
、品
確
法
の
軽
油

の
強
制
規
格
に
適
合
し
た
混
合
燃

料（
B
5
）で
の
使
用
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

SHIGOTONO*MADO1

2

5

6

3 7

4 8

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

沖
縄
総
合
事
務
局

　

経
済
産
業
部
環
境
資
源
課

　

0
9
8・8
6
6・1
7
5
7

  

 

ガソリンの強制規格

軽油の強制規格

項 　　目 満たすべき基準 分　　類

項 　　目 満たすべき基準 分　　類

鉛
硫黄分
ＭＴＢＥ
含酸素率
ベンゼン
灯油
メタノール
エタノール
実在ガム
色

硫黄分
セタン指数
蒸留性状（90%留出温度）
トリグリセリド

脂肪酸メチルエステル

（※）メタノール
（※）酸価
（※）ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計
（※）酸価の増加

検出されない
0.001質量%以下
7体積％以下
1.3質量％以下
1体積％以下
4体積％以下
検出されない
3体積％以下
5ｍｇ／100ｍｌ以下
オレンジ色

0.001質量%以下
45以上
360℃以下
0.01質量%以下
0.1質量%以下
5質量%以下
0.01質量%以下
0.13ｍｇKOH／g以下
0.003質量%以下
0.12ｍｇKOH／g以下

環境（大気汚染防止）
環境（大気汚染防止）
環境（大気汚染防止）
環境（大気汚染防止）
健康被害防止
エンジントラブル防止
エンジントラブル防止
エンジントラブル防止
エンジントラブル防止
灯油との誤使用防止

環境（大気汚染防止）
環境（大気汚染防止）
環境（大気汚染防止）
エンジントラブル防止

エンジントラブル防止

エンジントラブル防止
エンジントラブル防止
エンジントラブル防止
エンジントラブル防止

（留意点）
脂肪酸メチルエステルが０．１％を超え、５％以下 の場合は「※」の酸化安定性等の項目も満たす必要がある。

詳しくは、資源エネルギー庁の品確法ホームページをご覧ください
http://www.enecho.meti.go.jp/hinnkakuhou/index.html
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